
                     

 

学内等における新型コロナウイルス対応マニュアル（抜粋） 

令和 2 年 5 月 28 日策定 

令和 2 年 7 月 30 日改訂 

 

学生及び教職員の健康・安全の確保と大学の事業の継続を目的に、学内等における具体的な場

面を想定し、次のとおり対応策を講じるものとする。 

なお、本マニュアルは、今後の感染状況や国・自治体の対応方針に応じて随時更新する。 

 

学生寮における対応 

1 感染予防意識の向上方策 

（1）寮生の感染予防への意識向上のための対応は、「キャンパス内における対応」を準用する。 

（2）寮生対象の留意事項の周知により、感染予防対策の徹底を図る。 

  「寮内における感染防止に対する協力のお願い」（ｐ.10 参照）の配付 

 

2 施設内における環境整備（施設課・寮監・業務委託職員） 

感染拡大のリスク低減のため、寮内環境の整備に当たっては、「キャンパス内における対応」

を準用する。 

 

3 感染予防のための寮生の行動 

（1）各寮生共通事項 

  ① 全員マスクを着用し、手洗い、手指の消毒を徹底する。 

  ② 共用スペースで過ごす時はマスクを着用する。 

  ③ 個人用の体温計を実家から持参し、毎日朝食前、帰寮後に検温を行い、記録し寮監に報

告する。 

   （風邪の症状等疑わしき状況がある場合は速やかに寮監に申し出る） 

  ④ 寮生同士の部屋の行き来、外泊、友達、家族の不要不急の来訪は当面禁止とする。（帰省

は可） 

  ⑤ 生活必需品の買い物を除き、不要不急の外出は自粛し、アルバイトは当面禁止とする。 

  ⑥ 部屋の換気はこまめに行い、掃除を徹底する。 

  ⑦ 門限時間を、当面 20 時に変更する。 

  ⑧ 廊下ではマスクを着用した上ですれちがうときなどは、会話は最小限に、ソーシャルデ

ィスタンス（１ｍ以上の間隔をとる）を心掛ける。 

（2）天神寮生の場合 

① トイレ使用後は各自便座、ふたなどを消毒する。 

② 食事は対面せず、片面方向に間隔をあけて座り、静かに喫食する。食事終了後は各自で

テーブルを消毒する。 

③ 風呂は当面シャワーのみとし、密にならないよう時間差で使用する。 

④ 寮室は当面 1 人部屋とする。 

⑤ パソコン室の使用は予約制とし、オンライン授業を優先とする。 
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⑥ テレビ室の使用は当面禁止とする。 

（3）行幸寮の場合 

① 食事は部屋で 1 人で食べる。グループでの食事は当面禁止とする。 

② ラウンジの使用は予約制とし、オンライン授業を優先とする。テレビ、ビデオ視聴、飲

食、雑談は当面禁止とする。席は決められた椅子に間隔を空けて座る。（定員 15 名まで） 

③ ピアノ室の使用は一人 1 日 1 時間とし、複数での入室を禁止とする。 

 

4 寮監の取組み 

（1）寮監は全員マスクを着用し、自らだけでなく、寮生にも手洗いや手指の消毒を徹底させる。 

（2）ドアノブ、電源スイッチ等をこまめに消毒する。 

（3）寮生が不要な外出、集団での談話をしていないか注意観察し、順守できていない寮生へ注意

指導する。 

 

5 感染が疑われる者が出た場合 

（1）感染症への感染が疑われる寮生が出た場合は、次のとおり対応する。 

① 経過観察 

・天神寮では 1 人部屋の場合は自室に待機、相部屋の場合は療養ルームに隔離 

・行幸寮では自室に待機 

② 該当する寮の寮監は、速やかに学生の所属するキャンパスの学生課長に報告する。 

③ 学生課長は、学生部長及び寮監長に報告する。 

④ 学生部長は、学長、危機管理委員長及び法人本部長に報告する。 

⑤ 学生課長は、保健室と対応を協議するとともに神戸市保健所専用ダイヤルに電話連絡し、

指示を仰ぐ。 

⑥ 保健所の指示に基づいて、寮監長、学生課長、学生部長及び保健室長は今後の対応を協

議する。 

⑦ 学生課長は、当該学生の保証人に連絡し、対応について報告する。 

⑧  経過及び対応について、両キャンパス学生部での情報共有を図る。   

（2）夜間緊急時に疑いのある者が出た場合 

① 寮監は、「帰国者・接触者相談センター」（神戸市保健所）に電話相談し指示を仰ぐ。 

② 速やかに該当学生の所属するキャンパスの学生課長に報告する。 

③ 緊急時においては、保健所等に相談し、臨機応変に対応する。 

 

 

   

 

 

6 感染者が出た場合 

（1）寮生が感染症と診断された場合には、次のとおり対応する。 

① 学生課長が感染者を探知した場合は、学生部長及び事務部長に速やかに報告する。 

② 学生部長はその保健所の指示内容に基づき、寮内の感染拡大防止に努める。 

  ③ 学生部長は学長、危機管理委員長及び法人本部長に報告する。 

・神戸市保健所    078-322-6250（専用ダイヤル）（土日祝含む 24 時間） 

・神戸市帰国者・接触者相談センター  078-322-6829（土日祝含む 24 時間） 

・兵庫県コールセンター（相談窓口） 078-362-9980（専用ダイヤル）（24 時間） 
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（2）感染者が出た寮は、保健所の指示に基づき、保健室と協力して他の寮生全員の健康状態を観

察する。発熱等の認められる学生がいる場合は、前項「5 感染症への感染が疑われる者が出

た場合」に基づき対応する。また、寮内について必要な消毒作業を行う。 

（3）寮内に感染症のクラスターが発生した場合、対策本部は寮を閉鎖するかどうか検討し、判断

する。閉鎖する場合、感染者に濃厚接触の可能性のある者は寮に留め、登学を禁止した上で

経過を 2 週間観察する。それ以外の寮生については、原則として保証人の自家用車により帰

省し、自宅で経過を 2 週間観察する。 

その他（参考資料） 

このマニュアルと併せて、次の資料を参照すること。 

 
〇 令和 2 年 6 月 5 日付け 2 文科高第 238 号「大学等における新型コロナウイルス感染症への対応

ガイドラインについて（周知）」 
〇 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル 

～「学校の新しい生活様式」～（2020.6.16 Ver.2) 
文部科学省ホームページ https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html 
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寮生のみなさんへ 

寮内における感染防止に対する協力のお願い 

 

学生寮にあっては、日々の生活のなかに、感染症感染のリスクを高める場面がたくさんありま
す。したがって、寮生のみなさんお一人おひとりが、「感染させない」「感染しない」という意識
を強くもち、寮生がお互いに思いやりある行動をとることが必要となります。 

みなさんが安心して寮生活を送ることができるよう、次の点に留意いただきますよう、ご理解
とご協力をお願いします。 

 

感染予防のための行動 

 

  ● 帰寮後は、手洗いと手指の消毒、うがいを徹底しましょう。 

● 共用スペースではマスクを着用しましょう。 

● 廊下ではマスクを着用した上で、すれちがうときなどは、会話は最小限にし、ソーシャ 

  ルディスタンス（１ｍ以上の間隔をとる）を心掛けましょう。 

● 寮内（居室含む）の換気を心がけましょう。 

● 定期的に検温し記録をとり、寮監へ報告しましょう。 

（個人用の体温計を実家から持参してください。） 

● 毎日の行動記録を残しておきましょう。 

● 門限は、当分の間 20 時とします。 

● 感染のリスクを避けるため、アルバイトは禁止とします。 

● 風邪症状など身体の不調を訴える友人を傷つけるような行動は控えましょう。 

 

天神寮の場合（追加事項） 

● トイレ使用後は各自、便座、ふたなどを消毒しましょう。 

● 食事は対面せず、片面方向に座り、席の間隔を空けて喫食しましょう。 

食事終了後は、各自でテーブルを消毒しましょう。 

● 入浴は時間差を設け、当面はシャワーのみとしてください。 

 

 

疑わしい症状がある場合の行動フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活のこころがけ 

  ● 感染予防対策を徹底し、日常生活で「新しい生活様式」を実践しましょう。 

新しい生活様式（厚生労働省ホームページ） 

      https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html  

 yes no

体温が37.5℃以上ある

コロナが疑われる症状がある

通常の生活自室から寮監に電話連絡

自室から出ない、指示を待つ

（参考 3） 
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（厚生労働省ホームページより-200619 記載内容変更-） 

 

 

（参考 4） 
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https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000641743.pdf

